輪之内町動画番組制作委託業務（徳川将軍家御膳米御田植祭）仕様書　


１．委託業務の名称　　　輪之内町動画番組制作委託業務
　　　　　　　 　　 　 （徳川将軍家御膳米御田植祭）

２．委託業務の場所　　　輪之内町内

３．履行期間　　　　　　契約日から令和８年６月８日(月)まで

４．番組内容　　　業務委託により制作する番組名、番組概要等は次のとおりとする。
（１）番組概要　　テロップ・ナレーション等を効果的に利用し、行事の模様をわかりやすく伝える番組とする。
（２）番組名／番組長　　徳川将軍家御膳米御田植祭／３０分程度
（３）映像方式　　HD画質／画面アスペクト比 １６：９
（４）音声方式　　ステレオ
（５）制作本数　　１本
（６）撮影日　　　令和８年５月１０日（日）
（７）初回放送日　令和８年６月１５日（月）
　　　　　　　　　※番組等制作スケジュール【別紙1】参照。　　

５．業務内容
（１）打合せ・取材業務
　　受託者は、委託者が提供する企画に基づいて、委託者と打合せ、必要に応じ取材を行うものとする。
（２）原稿作成業務
　　受託者は、打合せ・取材業務に基づき放送原稿を作成し、委託者の確認を受けるものとする。
（３）撮影業務
　　受託者は、委託者を伴って撮影業務を行うものとする。なお、撮影の際は、委託者の所有する機材
【別紙２】を使用する事ができるものとする。
（４）編集業務
　　①受託者は、撮影した映像を編集し、輪之内スマイルチャンネルで放送可能な番組を制作するものとする。
②町及び輪之内スマイルチャンネル管理業者の所有する機器との整合性を保つため、編集ソフトは原則としてグラスバレー社のEDIUSを使用すること。なお、必要に応じてテロップやナレーションなど効果的な編集を実施すること。
③受託者は編集した番組の確認を初回放送日の４営業日前までに受け、委託者の承認を得ること。なお、修正がある場合はこれを速やかに修正するものとする。
④受託者は、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利・利益及び肖像権、パブリシティ権その他法的保護に値するとされている第三者の権利・利益の対象となっている素材・材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
⑤受託者は編集した番組を放送可能な形式に変換後、記録媒体に保存して、初回放送日の２営業日前までに委託者へ提出すること。

6． 制作日程等
各番組の制作日程は、委託者受託者双方が協議し、委託者が指定するものとする。なお、業務遂行日数の目安は、概ね次のとおりとする。
（１）打合せ・取材業務　　０．５日／本
（２）原稿作成業務　　　　受託者の裁量
（３）撮影業務　　　　　　０．５日／本
（４）編集業務　　　　　　受託者の裁量

7． 業務従事者
受託者は、委託者の要請に応じてスタッフ（ディレクター、ビデオカメラマン等）を派遣するものとする。ただし、スタッフは、原則として次の条件を満たすものとする。
（1） ディレクター
　・輪之内町の知識が豊富であること。
　・輪之内スマイルチャンネルの放送内容を把握していること。
　　・ビデオカメラマンを兼務することができる。
（2） ビデオカメラマン
　・撮影機器の操作に必要な知識を備えていること。
　・ビデオカメラマンの経験が３年以上あること。

8． 納品
　　完成した番組の納品場所、期限などは次のとおりとする。
（１）場　所　　輪之内町役場
（２）期　限　　初回放送日の２営業日前まで　
（３）その他　　委託者が素材映像を要求した場合、受託者はそれを提供するものとする。

９．派遣費用
　　受託者の派遣するスタッフに係る交通費、駐車料金、衣装代等については受託者が負担するものとする。

１０．実績報告
　　受託者は、納品後、実績報告書及び業務完了届を委託者に提出するものとする。

１１．委託費の請求
　　委託者は、受託者より実績の報告を受けた場合、書類の審査を行うものとする。また、受託者は、委託者の審査の完了後、請求書を提出するものとする。

１２．支払方法
　　委託者は、受託者より請求書の提出を受けた場合、委託費を支払うものとする。また、前払いは行わないものとする。

１３．著作権の譲渡等
　　受託者は、著作権法第２７条及び第２９条の権利を含む全ての著作権を、委託者に譲渡するものとする。

１４．再委託の禁止
　　受託者は、委託契約の全部を一括して再委託することはできないものとする。

１５．秘密の保持
　　受託者は、業務上知り得た秘密・個人情報を本業務以外の目的に使用し、または第三者に漏らしてはならない。

１６．ウイルスチェック
　　電子媒体によるデータ納品等については、すべてウィルス対策ソフトにて検査したうえで納品すること。納品物がウィルスに感染していることにより委託者又は第三者が損害を受けた場合は、すべて受託者の責任と負担により、信頼回復、原状回復、その他賠償等について対応すること。

１７．その他
　　この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
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